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開催趣旨 

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準が改正されました。 

国土交通省では、近年、建築物の設計業務及び工事監理業務が多様化・複雑化していることや、発注者
の要求水準が高まったこと等に伴い、業務報酬基準の前提としている業務と現状の業務実態に乖離が生じて
いることを踏まえ、 先に実施の調査結果に基づき、 建築士が業務に応じた適正な報酬を得ることができるよう、
同基準の改正を行いました。 

つきましては、 同基準の改正内容について建築士をはじめとした関係方面へ広く周知を図るため、 参加費無
料の説明会を開催いたします。 

この機会に多くの方々に聴講いただき、建築士の適正な業務報酬による業務の健全化、良質な建築物の提供に役
立てていただきますようお願い申し上げます。 

主催等 

主催 ： 日本建築士会連合会、茨城県建築士会 

共催 ： 公益社団法人日本建築家協会、 一般社団法人日本建築構造技術者協会、 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、 一般社団法人日本建設業連合会、 

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会、一般社団法人建築設備技術者協会 
協力 ： 国土交通省 
 

 
講義科目 

①建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改正内容等について 

②改正建築士法の概要（情報提供） 

開催地・開催日時・定員・会場・申込先等 

●日時 : 第１回 平成３１年３月１４日(木曜) 午前９時50分～12時 ( 受付は、9時30分 ) 

第２回 平成３１年３月１４日(木曜) 午後１時３0分～３時40分 ( 受付は、午後１時 ) 

●場所 : 茨城県開発公社ビル 4F 会議室( 水戸市笠原町978-25 ) ● 定員は、各100名ずつ 

●申込 : FAX等により茨城県建築士会あてに、参加者名、連絡先等をお申込みください。 

●2月28日までにお申し込みください。但し、定員に達し次第締め切ります。 （ 先着順 ） 

●申込者へは後日、受講券をFAXいたします。当日、受講券と引き換えにテキストを無料で配布いたします。 

茨城県建築士会 行き ・・・FAX ０２９－３０５－０３３０ ・・・                         

・・・・・  改正 業務報酬基準 説明会 ( DVD講習 ) 申込書  ・・・・・ 

 

●氏  名 :    

●会社名  :    

●連絡先TEL :          －       －         

●連絡先FAX :          －       －         

●受講希望時間 :   □ 午前の部  ・  □ 午後の部 

 

 


